
平成 30 年 7 月 30 日 

福 祉 保 健 局 

 

 

都内の保育サービスの状況について 
 

 都内における平成 30年 4月 1日現在の保育サービス利用状況等がまとまりま

したのでお知らせします。 

保育サービス利用児童数は、16,059人増で、293,767人となりました。待機

児童数は、昨年に比べ区部で 2,313人、市町村部で 859人、全体では 3,172人

減り、5,414人となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保育サービス利用児童数（※）  16,059人増加【表 1】 
※ 認可保育所、認証保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の地域型保育事業、 

定期利用保育事業、企業主導型保育事業、区市町村単独保育施策等の利用児童数合計 
 

○ 保育所等利用待機児童数    5,414人（3,172 人減少）【表 3(1)】 

  

 

【問合せ先】 

 福祉保健局少子社会対策部保育支援課 

 担当：柳橋、平 

 電話 03-5320-4128（直通） 

 都庁内線 32-750、32-781 

 

○ 保育サービス利用児童数の増加が大きい区市町村（前年からの増加数） 

①世田谷区 1,192人 ②杉並区    944人 ③品川区  925人 

○ 待機児童数が多い区市町村 

①世田谷区 486人  ②江戸川区 440人 ③目黒区  330人 

○ 待機児童数の増加が大きい区市町村（前年からの増加数） 

①国分寺市 110人  ②墨田区   41人 ③練馬区   31人 

○ 待機児童数の減少が大きい区市町村（前年からの減少数） 

①世田谷区 ▲375人 ②大田区 ▲322人 ③目黒区 ▲287人 

○ 都内区市町村の状況 

① 待機児童ゼロの区市町村   14 自治体 

・うち昨年度から引き続き待機児童ゼロの区市町村  13自治体 

・うち昨年度から待機児童が減少したことに 

よって待機児童ゼロになった区市町村         1自治体 

② 待機児童がいる区市町村   48自治体 

・うち待機児童が昨年度から減少した区市町村     34自治体 

・うち待機児童が昨年度から増加した区市町村     13自治体 

・うち待機児童が昨年度と同数である区市町村    1自治体 

利用児童数及び待機児童数の状況 

区市町村別の状況【表 4】 

参考３ 



 

表１ 保育サービス利用児童数の状況 
 

認可
保育所

認証
保育所

認定
こども園
（注2）

家庭的
保育事業

小規模
保育事業

事業所内
保育事業

居宅訪問
型保育
事業

定期利用
保育事業

企業主導
型保育

区市町村
単独施策

等

合　計
（ａ）

185,263 20,065 2,365 1,866 588 2,494 212,641 615,228 34.6%

193,150 21,796 2,915 2,027 817 2,629 223,334 619,557 36.0%

前年からの増 7,887 1,731 550 161 229 135 10,693 4,329 1.4%

202,008 22,608 3,304 2,394 676 932 2,989 234,911 625,347 37.6%

前年からの増 8,858 812 389 367 676 115 360 11,577 5,790 1.6%

213,259 21,616 3,289 1,847 2,943 96 6 711 3,746 247,513 630,419 39.3%

前年からの増 11,251 △ 992 △ 15 △ 547 2,267 96 6 △ 221 757 12,602 5,072 1.7%

225,334 20,402 4,296 1,945 4,496 256 15 799 4,162 261,705 637,329 41.1%

前年からの増 12,075 △ 1,214 1,007 98 1,553 160 9 88 416 14,192 6,910 1.8%

239,709 19,169 5,331 1,902 6,132 420 75 955 69 3,946 277,708 640,273 43.4%

前年からの増 14,375 △ 1,233 1,035 △ 43 1,636 164 60 156 69 △ 216 16,003 2,944 2.3%

254,484 17,890 5,822 1,669 7,338 684 126 1,285 348 4,121 293,767 641,920 45.8%

前年からの増 14,775 △ 1,279 491 △ 233 1,206 264 51 330 279 175 16,059 1,647 2.4%

平成29年4月

平成25年4月

平成26年4月

平成27年4月

平成28年4月

平成30年4月

就学前
児童人口
（人）
（ｂ）

（注3）

利用率
（％）

（ａ/ｂ）

平成24年4月

区　　分

利用児童数（人）　(注１)

 
（注１）利用児童数は各年４月現在 

（注２）認定こども園の利用児童数は、幼保連携型及び幼稚園型を利用する保育を必要とする子の 

合計。ただし、幼稚園型を構成する認可外保育施設が認証保育所の場合は、その分の利用 

児童を除く。 

（注３）就学前児童人口は、各年１月現在（外国人人口を含まない。） 

 

 

表２ 保育所等の設置状況 
 

区分 

認可保育所 認証保育所 

施設数（所） 定員（人） 施設数（所） 定員（人） 

 
対前年

増減 
 

対前年 

増減 
 

対前年

増減 
 

対前年

増減 

平成 25年 1,915 ＋60 193,757 ＋7,059 694 ＋42 23,519 ＋1,483 

平成 26年 2,019 ＋104 203,170 ＋9,413 719 ＋25 24,527 ＋1,008 

平成 27年 2,184 ＋165 216,699 ＋13,529 700 △19 23,912 △615 

平成 28年 2,342 ＋158 230,334 ＋13,635 664 △36 22,665 △1,247 

平成 29年 2,558 ＋216 247,105 ＋16,771 631 △33 21,418 △1,247 

平成 30年 2,811 ＋253 266,473 ＋19,368 610 △21 20,759 △659 

（注）各年４月現在 



表３ 保育所等利用待機児童等の状況 

(1) 保育所等利用待機児童数の推移 

区分 
待機児童数（人） 対前年増減

（人）  ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳以上 

平成 25年 8,117 1,637 3,883 1,691 752 154 ＋860 

平成 26年 8,672 2,151 4,046 1,701 588 186 ＋555 

平成 27年 7,814 1,786 4,089 1,436 420 83 △858 

平成 28年 8,466 2,072 4,447 1,485 411 51 ＋652 

平成 29年 8,586 2,284 4,498 1,446 313 45 ＋120 

平成 30年 5,414 1,523 2,790 855 231 15 △3,172 

（注）各年４月現在 

 

(2) 保育所等利用申込率の推移 

区分 
就学前児童人口 

（人） 

保育所等利用 

申込者数（人） 

保育所等利用申込率（％） 

 対前年増減 

平成 25年 619,557 214,510 34.6 ＋1.3 

平成 26年 625,347 226,437 36.2 ＋1.6 

平成 27年 630,419 245,758 39.0 ＋2.8 

平成 28年 637,329 263,518 41.3 ＋2.3 

平成 29年 640,273 281,572 44.0 ＋2.7 

平成 30年 641,920 293,710 45.8 ＋1.8 

（注１）就学前児童人口は、各年１月現在（外国人人口を含まない。） 

（注２）保育所等利用申込率は、就学前児童人口に占める保育所等利用申込者数の割合 

 

(3) 待機児童の保護者の状況 

主に保育にあたる者の状況 待機児童数（人） 構成比（％） 

就労中（常 勤） 3,257 60.1 

就労中（非常勤） 750 13.9 

求職中 1,052 19.4 

その他（出産・看護等） 355 6.6 

計 5,414 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表 4 区市町村別の状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）就学前児童人口は、東京都総務局発行「住民基本台帳による東京都の世帯と人口（各年１月１日現在）」による。（外国人人

口を含まない。） 

（注２）保育サービス利用児童数は、認可保育所、認証保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事

業、居宅訪問型保育事業、定期利用保育事業、企業主導型保育事業、区市町村単独保育施策等の合計。  

（注３）認定こども園の利用児童数は、幼保連携型及び幼稚園型を利用する保育を必要とする子の合計。ただし、幼稚園型を構成す

る認可外保育施設が認証保育所の場合は、その分の利用児童を除く。 

 


